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島根県最低賃金の改正について島根県最低賃金の改正について

【お問い合わせ先】
島根労働局賃金室　　　TEL:0852-31-1158
松江労働基準監督署　　TEL:0852-31-1165　　　出雲労働基準監督署　　TEL:0853-21-1240
浜田労働基準監督署　　TEL:0855-22-1840　　　益田労働基準監督署　　TEL:0856-22-2351
※賃金引上げのための助成制度については、島根労働局雇用環境・均等室　TEL:0852-20-7007まで

社会保険加入対象の拡大について社会保険加入対象の拡大について
「年金制度改正法」が、令和7年6月20日に公布されました。
この改正により、以下の短時間労働者の社会保険加入要件の見直しがされています。

①現在、従業員51人以上の企業が対象の企業規模の要件が10年をかけて縮小、撤廃されます。
②月収8.8万円（年収106万円）以上といった賃金要件が公布から3年以内に撤廃されます。
③したがって、週の所定労働時間20時間以上という労働時間だけが加入要件になります。
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７１円引き上げて、時間額１，０３３円に！
（効力発生日：R７.１１.１７）

・令和７年度の島根県最低賃金は、11月17日から時間額１，０３３円に改正されました。
・最低賃金とは、働くすべての人に賃金の最低額（最低賃金額）を保障する制度です。
・最低賃金には、臨時的に支払われる賃金（結婚手当など）、賞与、時間外労働等に対する割増賃

金、精勤手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当は含まれません。

詳細は厚生労働省HP
でご確認ください。



国家資格を取得して就職しよう！（離職者訓練）国家資格を取得して就職しよう！（離職者訓練）
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島根県では、専修学校等に委託して職業訓練を実施しています。
これまで多くの方が、国家資格を取得し就職をされています。
あなたもつかもう資格！目指せ正社員！

訓 練 の 対 象 者 訓 練 の 特 徴
☆求職中または非正規雇用の方等で、ハローワー

クに求職申込中の方
※学校等卒業後１年未満で雇用保険の被保険者で

あった期間がない方及びすでに訓練で取得する
国家資格等をお持ちの方は対象外。

☆　入学金、授業料は無料で受講できます。
※教科書代、教材料、検定試験にかかる費用など

は自己負担
☆　県が訓練指導を委託する専修学校等に入学し、

一般学生と同じクラスで学び国家資格の取得等
を目指します。

▲詳しくは
　こちらから

まずは最寄りのハローワークに相談を！
【お問い合わせ先】島根県商工労働部雇用政策課 TEL0852－22－5299

令和８年４月入校の訓練生の募集は
令和７年11月28日～令和８年２月10日を予定！

魅力ある職場づくりに取り組む企業の皆様魅力ある職場づくりに取り組む企業の皆様

「しまねいきいき職場宣言」宣言企業の募集「しまねいきいき職場宣言」宣言企業の募集
　誰もがいきいきと働き続けられる魅力ある職場づくりの取組を広げていくため、「しまねいきいき職場宣言」を行う企
業等を募集しています。

◆対象企業
県内に本店、支店、営業所等が所在し、県内において事業活動を行う、常時雇用労働者を有する企業等

◆宣言内容
以下の５項目から１つ以上を選び、社内での議論を経て具体的な取組方針を設定してください。
⑴　ほどよく休み、しっかり仕事、すっきり帰宅！
⑵　｢仕事と生活の調和」を企業の魅力に！
⑶　みんな元気に生涯現役！
⑷　誰もがいきいき活躍できる職場に！
⑸　職場に実情を語り合う場をつくろう！
「しまね働き方改革宣言」（H29.11 しまね働き方改革推進会議採択）より

◆宣言のメリット
・宣言した企業等の企業名及び宣言書を県ホームページ及び県広報媒体により周知・広報します。
　※宣言内容は非公開とすることもできます。
・宣言した企業は対象要件に該当する場合、「いきいき職場づくり支援補助金」の申請ができます。
　（受付締切　令和8年1月30日まで）

◆申請様式、申請方法
　島根県雇用政策課のホームページをご覧ください。
【お問合せ先】島根県商工労働部雇用政策課　いきいき職場づくり推進係　TEL：0852-22-6562

▲島根県雇用政策課
　HPはこちらから

令和７年９月末時点で
※633社の皆様に宣言いただいています。

中小企業退職金共済制度のご案内中小企業退職金共済制度のご案内



【ジョブカフェしまね（公益財団法人ふるさと島根定住財団) 】
■松江センター　松江市朝日町478-18 松江テルサ3階　　　　TEL：0852-28-0694[開所9：30～18：00 日・祝休み]
■浜田ブランチ　浜田市相生町1391-8 シティパルク浜田2階　TEL：0855-25-1600[開所9：30～18：00 土・日・祝休み]

ジョブカフェしまね 検索

ジョブカフェしまね からのお知らせジョブカフェしまね からのお知らせ
 ジョブカフェしまねでは、島根県内外の学生に向け、合同企業説明会や就業体験等の開催、サイトや情報
誌を通じた企業情報等の提供を行い、県内企業の皆様と学生の縁結びをサポートしています。

▶

年卒向け求人情報の事前受付について

求人情報

年卒向け求人情報の公開2027 2026

一緒に解決　秘密厳守　無料相談　　くらしサポートセンター島根一緒に解決　秘密厳守　無料相談　　くらしサポートセンター島根

労働者協同組合相談窓口（組織設立など）のご案内労働者協同組合相談窓口（組織設立など）のご案内
　組合員が自ら出資し、それぞれの意見を反映して自らが事業に従事し、労務の対価を得る「労働者協同組合」に
ついて、その設立に向けた手続などのご相談はこちらまで！
【お問い合せ先】
〔県の相談窓口委託先〕

労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団　　TEL：0852-67-6170
（島根県商工労働部雇用政策課　労働福祉係　　　　　TEL：0852-22-5297）
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困った事や疑問に思ったら、まずはお問い合わせ下さい。「くらしサポートセンター島根」がお力になります!!

浜田会場 1/29(木)～30(金)、雲南会場 2/10(火)、安来会場2/19(木)、益田会場3/18(水)～19(木)

仕事上の悩み相談
雇用、労働契約、賃金、
労働時間、残業未払、退職、
いじめ・嫌がらせ、パワハラなど

生活上の悩み相談
生活苦、多重債務、子育て、
介護、家族関係、心の健康、
悪質商法、相続相談など

「出張相談会」2026年の予定　※詳しくはくらしサポートセンター島根までお問合せ下さい。

問い合わせ先

相 談 日

主 催

くらしサポートセンター島根（フリーダイヤル　０１２０－９６９－２３４）
月～金曜日（祝日を除く）10:00～12:00／13:00～16:00　※毎週水曜日は女性相談員も在席

一般社団法人　島根県労働者福祉協議会　〒690-0007 松江市御手船場町557-7（労働会館別館）
TEL:0852-23-3302 URL:https//shimane.rofuku.net/

◀労働者協同組合法に
ついてはこちらから
（県雇用政策課HP）



2,020 29,601
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営業時間／9:30~18:00（土・日・祝日を除く）

ミドル・シニア仕事センター松江
TEL 0852-61-6111
レディース仕事センター松江
TEL 0852-61-6117
〒690-0007　松江市御手船場町557-7
      労働会館3階

松江
ミドル・シニア仕事センター浜田
TEL 0855-25-5111
レディース仕事センター浜田
TEL 0855-25-5207
〒697-0052　浜田市港町227-1
      ゆめタウン浜田2階

浜田

　県では、中高年齢者や女性の就労支援窓口を松江市と浜田市に開設しています。就職相談はもとよ
り、企業の皆様からの求人等のご相談もお受けします。

～「働きたい」中高年・女性を応援しています！～～「働きたい」中高年・女性を応援しています！～
ミドル・シニア/レディース仕事センターのご案内ミドル・シニア/レディース仕事センターのご案内

ミドル・シニア

レディース


